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１．歳入の見積額 （単位：億円）

R4 R5 R6 R4～6計

9,992 10,106 10,184 30,282

2,710 2,730 2,750 8,190

885 966 1,085 2,936

7,655 6,383 6,086 20,124

33 76 128 237

21,242 20,185 20,105 61,532

２．歳出の見積額
R4 R5 R6 R4～6計

5,171 5,103 5,057 15,331

418 369 339 1,126

3,311 3,435 3,556 10,302

2,313 2,331 2,383 7,027

1,970 1,992 1,961 5,923

3,351 2,057 1,707 7,115

5,670 5,785 5,969 17,424

4,492 4,636 4,811 13,939

21,786 20,703 20,633 63,122

３．財源不足額
▲544 ▲518 ▲528 ▲1,590

４．財源不足額への対応
4 6 8 18

6 6 6 18

444 274 282 1,000

77 72 72 221

[50] 50 50 100

13 10 10 33

[100] 100 100 200

544 518 528 1,590

区分

歳
　
　
入

県税等
（地方譲与税を含む）

地方交付税等
（臨時財政対策債等を含む）

県債（臨時財政対策債等を除く）

その他

歳
出

事務事業の見直し

財源不足額（②－①）

合　計

執行段階での経費の節減等

自主財源の確保

財政調整基金の活用
歳
入

県税徴収率の向上

災害復興・地域再生基金の活用

決算剰余金の活用

新型コロナウイルス感染症対応経費

その他県民サービス等事業費

うち総合計画を推進するための経費

うち県有施設長寿命化等推進基金繰入金

歳 出 合 計  ②

歳 入 合 計　①

区分

歳
　
　
出

人件費

うち退職手当

社会保障費

公債費

税関係交付金等

（参考）計画期間中の歳入・歳出の見通し（一般会計ベース） 

 県税や地方交付税などの歳入の大幅な伸びが期待できない中、社会保障費や公債費

などの義務的経費、県有施設の老朽化への対応などの財政需要の増加が見込まれて 

おり、厳しい財政状況が続くことが予想されます。 

このため、歳入面では、県税徴収率の向上や財政調整基金等の活用、決算剰余金の

活用など、歳出面では、事務事業の見直しや執行段階での経費の節減など、歳入歳出

両面にわたる取組を進め、収支均衡を図ってまいります。 

なお、行財政改革計画の策定にあたり、令和 4 年度当初予算編成と並行して既存  

事業の総点検を実施した結果、一般財源ベースで 13億円の歳出を削減しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※ 2 

※1：R4は予算額であり、今後、執行段階での経費の節減や決算剰余金の活用などにより、繰入額の縮減に努めます。 
※2：R4の取組効果額の[ ]の金額は、今後、執行段階での経費の節減や決算剰余金等が確定した段階で反映します。 

※ 1 

（参考）建設地方債等の各年度末における残高の見込 
（億円） 

R3 R4 R5 R6 

12,813 12,679 12,638 12,774 
※建設地方債と退職手当債の合計額 
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計画期間中の歳出・歳入の推計方法 

 

１ 歳 入 

 ○県税等 

    令和4年度当初予算の収入見込みをベースに推計。 

なお、法人関係税等については、内閣府の「中長期の経済財政に関する試算」における    

名目経済成長率を考慮して推計。                     

  ○地方交付税等 

    県税や社会保障費などの推計値をもとに、現行ルールのまま推計。 

  ○県債 

    令和 4 年度当初予算をベースに、県有施設の老朽化対策に係る経費などに係る今後の増減  

要素を考慮して発行額を推計。 

  ○その他 

    令和4年度当初予算の水準を前提に、今後の増減要素を考慮して推計。 

 

２ 歳 出 

  ○人件費 

    知事部局の職員のほか、教職員、警察官の人件費を含む。退職手当は年齢構成をもとに定年 

退職者等の見込みを考慮して推計。 

  ○社会保障費 

    現行制度を前提に、過去の推移や今後の増減要素を考慮して推計。 

  ○公債費 

    過去の借入に係る償還計画と今後の県債の借入見込みをもとに推計。 

  ○税関係交付金等 

    県税に連動して推計。 

  ○新型コロナウイルス感染症対応経費 

    令和5年度以降は、感染症が収束するものとして推計。 

◯その他県民サービス等事業費 

   令和 4 年度当初予算をベースに、県有施設の老朽化対策に係る経費など、今後の増減要素を 

考慮して推計。 

 

 

 

  



 

 

 

千葉県行財政改革行動計画 

 

千葉県 総務部 総務課 行政経営室 

電話 043-223-2460  FAX 043-225-1904 

E-mail: gyoukaku05@mz.pref.chiba.lg.jp 

千葉県 総務部 財政課 予算総括・財政改革班 

電話 043-223-2072  FAX 043-224-3884 

E-mail: zaisei6@mz.pref.chiba.lg.jp 

 


